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宗
像
大
宮
司
家
に
お
け
る
鎌
倉
御
家
人
化
の
動
向

野
木
　
雄
大

は
じ
め
に

　

平
正
盛
・
忠
盛
以
来
、
平
氏
は
西
国
を
勢
力
基
盤
と
し
て
い
た
が
、
清
盛
・
頼
盛
が
大

宰
大
弐
を
歴
任
す
る
こ
と
で
大
宰
府
を
支
配
し
、
日
宋
貿
易
を
掌
握
し
て
鎮
西
と
の
関
わ

り
が
深
く
な
っ
た
。
鎮
西
が
平
氏
の
強
固
な
地
盤
で
あ
る
こ
と
は
論
を
俟
た
な
い
が
、
仁
安

元
年
（
一
一
六
六
）
十
月
、
大
弐
と
な
っ
た
頼
盛
が
慣
例
を
破
っ
て
自
ら
現
地
に
赴
任
し

た（
1
）こ
と
の
意
義
は
大
き
い
。
頼
盛
赴
任
の
二
箇
月
後
に
は
、
宇
佐
大
宮
司
公
通
が
権
少

弐
と
な
り（
2
）、
さ
ら
に
は
、
府
官
中
の
最
有
力
者
で
あ
る
原
田
種
直
の
家
人
化
も
頼
盛
赴

任
中
に
な
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
養
和
元
年
（
一
一
八
一
）
四
月
、
種
直

が
権
少
弐
に
補
任
さ
れ（
3
）、
こ
れ
に
よって
平
氏
の
大
宰
府
掌
握
は
一
応
の
完
成
を
み
る（
4
）。

　

飯
田
久
雄
氏
は
、
平
氏
の
鎮
西
支
配
の
特
質
と
し
て
、
原
田
種
直
を
は
じ
め
、
板
井

氏
・
山
鹿
氏
な
ど
の
府
官
層
を
家
人
と
し
て
組
織
し
た
こ
と
、
ま
た
、
知
行
国
主
な
い
し

受
領
と
し
て
国
衙
在
庁
を
組
織
し
た
こ
と
、
そ
の
際
に
家
貞
・
貞
能
・
盛
俊
な
ど
一
族
の

家
人
が
受
領
・
目
代
、
あ
る
い
は
荘
園
の
預
所
・
下
司
と
な
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る（
5
）。

在
地
勢
力
の
一
部
を
そ
の
末
端
に
編
成
す
る
こ
と
で
進
行
し
た
平
氏
の
鎮
西
支
配
は
、
在

地
勢
力
間
の
対
立
を
激
化
さ
せ
、
治
承
四
年
（
一
一
八
〇
）
か
ら
養
和
二
年
に
か
け
て
勃

発
し
た
「
養
和
の
内
乱
」
へ
と
発
展
し
て
い
く（
6
）。

　

さ
ら
に
、
平
氏
の
鎮
西
支
配
は
、
鎌
倉
幕
府
の
鎮
西
支
配
の
特
徴
で
も
あ
る
「
惣
地
頭

︱
小
地
頭
制
」
に
も
影
響
を
与
え
た
。
工
藤
敬
一
氏
は
、「
惣
地
頭
︱
小
地
頭
制
」
の

形
成
に
お
い
て
次
の
四
類
型
を
提
示
し
て
い
る
。（
一
）
平
家
与
同
張
本
の
輩
の
没
官
領
に

お
い
て
別
名
名
主
ら
が
本
領
安
堵
を
受
け
、
そ
の
上
に
東
国
御
家
人
が
没
官
分
を
地
頭
職

と
し
て
恩
給
さ
れ
た
場
合
、（
二
）
平
氏
一
門
が
領
掌
し
て
い
た
荘
園
の
目
代
職
・
預
所
職

を
東
国
御
家
人
が
継
承
し
て
地
頭
職
に
切
り
替
え
が
行
わ
れ
、
荘
内
の
在
地
領
主
が
本
領

安
堵
さ
れ
た
場
合
、（
三
）（
二
）
の
国
衙
領
版
で
、
東
国
御
家
人
が
国
衙
の
所
職
を
継
承

し
、
内
部
の
在
地
領
主
が
本
領
安
堵
さ
れ
た
場
合
、（
四
）
東
国
御
家
人
が
大
隅
正
八
幡

宮
や
阿
蘇
社
と
いっ
た
大
社
の
社
領
全
体
の
預
所
職
あ
る
い
は
そ
れ
に
準
ず
る
権
限
を
取
得

し
、
そ
れ
が
惣
地
頭
職
と
解
さ
れ
た
場
合
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
大
宰
府
及
び
国
衙
機
構
の

掌
握
、
大
社
の
支
配
、
院
領
な
ど
の
荘
園
機
構
の
掌
握
、
有
力
在
地
領
主
の
家
人
化
と
い

う
平
氏
の
鎮
西
支
配
に
規
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た（
7
）。

　

平
氏
の
勢
力
基
盤
で
あ
っ
た
鎮
西
に
対
し
て
源
頼
朝
は
特
別
な
態
度
で
臨
み
、
御
家
人

化
を
展
開
し
て
い
く
が
、
筑
前
国
宗
像
社
の
大
宮
司
一
族
は
、
鎮
西
で
は
か
な
り
早
い
段

階
で
鎌
倉
御
家
人
化
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
文
治
三
年
（
一
一
八
七
）
に
頼
朝
か

ら
安
堵
さ
れ
た
「
重
代
人
」
宗
像
氏
実
に
よ
っ
て
鎌
倉
御
家
人
と
し
て
出
発
し
、
以
後
、

鎌
倉
時
代
を
通
し
て
宗
像
大
宮
司
家
は
御
家
人
と
し
て
存
立
す
る
と
い
う
認
識
が
通
説
的

な
理
解
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
治
承
・
寿
永
の
内
乱
期
に
お
け
る
宗
像
社
の
動
向
を
具
体

的
に
記
す
史
料
は
な
く
、
大
宮
司
家
が
御
家
人
化
し
た
経
緯
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
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そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
鎮
西
に
お
け
る
御
家
人
化
の
意
義
に
つい
て
一
つ
の
類
型
を
提
示

す
る
た
め
、
内
乱
期
か
ら
鎌
倉
初
期
に
か
け
て
の
宗
像
大
宮
司
家
の
御
家
人
化
の
動
向
を

検
討
す
る
。一

、
治
承
・
寿
永
の
内
乱
期
に
お
け
る
宗
像
大
宮
司

　

ま
ず
、
治
承
・
寿
永
に
お
け
る
宗
像
大
宮
司
の
動
向
を
み
て
ゆ
き
た
い
。
宗
像
社
領
の

支
配
関
係
に
つい
て
は
石
井
進
氏
に
よ
って
詳
細
な
分
析
が
な
さ
れ
て
い
る（
8
）。
内
乱
期
に

お
け
る
本
家
は
八
条
院（
9
）、
領
家
は
平
頼
盛
、
預
所
は
平
氏
家
人
の
平
盛
俊
で
あ
っ
た
。

宗
像
社
領
は
他
の
頼
盛
所
領
と
共
に
平
家
没
官
領
と
な
る
が
、「
本
所
之
沙
汰
」
に
任
せ

て
、
頼
盛
の
知
行
が
認
め
ら
れ
た（
⓾
）。
し
か
し
、
平
氏
の
滅
亡
後
、
宗
像
社
に
地
頭
を
設

置
す
る
と
い
う
危
機
に
際
し
て
、
当
時
の
大
宮
司
宗
像
氏
実
が
本
領
安
堵
さ
れ
る
こ
と
に

な
る
。

【
史
料
一
】
文
治
三
年
八
月
七
日
「
源
頼
朝
請
文
案
」（
⓫
）

「
校
正
了
」

宗
像
社
事
、
故（
平
）

盛
俊
之
知
行
也
、
可
レ
令
二
没
官
一
之
条
勿
論
候
欤
、
雖
下
須
レ
令

レ
下
二
地
頭
一
候
上
、
依
レ
仰
令
レ
止
二
其
儀
一
候
畢
、
且
氏
実
重
代
人
仁
候
、
如
レ
本
可

レ
令
二
安
堵
一
候
也
、
道
理
候
波
牟
事
波
雖
二
不
レ
申
候
一
、
依
二
御
計
一
尤
御
裁
許
可
レ
候
欤
、

以
二
此
旨
一
可
下
令
二
披
露
一
給
上
候
、
恐
々
謹
言
、

　
　
　

八
文
治
三
年月

七
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

頼
朝
在
裏
御
判

　

こ
の
史
料
は
、
後
に
鎌
倉
御
家
人
と
し
て
の
宗
像
大
宮
司
家
の
根
本
文
書
と
な
っ
た

（
⓬
）。
重
要
な
点
は
、
平
家
所
領
と
し
て
没
官
さ
れ
た
宗
像
社
領
への
地
頭
職
設
置
を
退
け

た
の
は
、
氏
実
の
勲
功
な
ど
で
は
な
く
、
八
条
院
の
「
仰
」
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
で

あ
る（
⓭
）。
こ
の
「
仰
」
の
主
体
者
に
つ
い
て
、
金
澤
正
大
氏
は
後
白
河
院
と
解
釈
す
る
。

金
澤
氏
は
、
在
地
の
社
家
か
ら
出
さ
れ
た
地
頭
職
停
止
の
要
請
を
本
家
で
あ
る
八
条
院
が

了
解
し
、
後
白
河
院
を
経
由
し
て
、
院
宣
に
よ
って
頼
朝
に
要
求
し
た
。
頼
朝
は
そ
れ
を

受
け
て
、
請
文
で
院
へ
通
知
し
た
。
そ
の
た
め
、
宗
像
社
側
に
は
案
文
し
か
存
在
せ
ず
、

直
接
的
に
鎌
倉
政
権
と
社
家
を
結
び
付
け
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
が
、
氏
実
の
子
孫
た
ち
に

と
っ
て
は
、
大
宮
司
と
し
て
の
正
当
性
を
証
拠
づ
け
る
最
重
要
文
書
で
あ
っ
た
と
い
う（
⓮
）。

こ
の
請
文
の
提
出
先
は
、
金
澤
氏
の
解
釈
の
よ
う
に
後
白
河
院
庁
と
す
る
ほ
う
が
適
当
で

あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
地
頭
職
停
止
が
究
極
に
は
本
家
八
条
院
の
要
求
で
あ
る
と
す
れ

ば
、「
仰
」
の
主
体
者
を
八
条
院
と
解
す
る
余
地
も
残
さ
れ
て
は
い
る（
⓯
）。

　
い
ず
れ
に
せ
よ
、
八
条
院
な
い
し
後
白
河
院
の
要
求
に
よ
って
、
頼
朝
は
宗
像
社
領
を
安

堵
し
た
が
、
そ
れ
は
氏
実
を
御
家
人
と
し
て
安
堵
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
と
は
い
え
、

氏
実
が
平
氏
家
人
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
頼
朝
が
彼
を
「
重
代
人
」
と
し
て
安
堵
す
る
こ

と
は
考
え
に
く
い
。
そ
こ
で
、
代
々
の
大
宮
司
の
任
命
を
伝
え
る
「
宗
像
宮
社
務
次
第
」

（
⓰
）に
よ
って
、
内
乱
期
に
お
け
る
大
宮
司
就
任
の
動
向
を
み
て
ゆ
こ
う
。

【
史
料
二
】「
宗
像
宮
社
務
次
第
」
甲
本
（
以
下
、「
社
務
次
第
」
と
略
す
）

同
高
倉
御
時
五
年
兼
也
、
残
二
年
ハ
安
徳
也
、

　

卅 
氏
実 

安
元
二
年
丙申
四
月
十
九
日
入
社
、
治
七
年
、

安
徳
御
時
社
務
人
也
、

　

卅
一 

氏
家 
寿
永
二
年
癸卯

九
月
十
二
日
入
社
、
同
十
月
六
日
得
替
、
治
一
月
、
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同
安
徳
御
時
社
務
人
也
、

　

卅
二 

氏
実 

同
年
十
月
十
九
日
入
社
、
治
四
月
、

上十
五皇

御
時
社
務
人
也
、
後
鳥
羽
、

　

卅
三 
氏
家 
元
暦
元
年
甲辰
二
月
廿
七
日
入
社
、
次
歳
四
月
一
日
得
替
、
治
一
年
、

同
上
皇
御
時
社
務
人
也
、
後
鳥
羽
、

　

卅
四 

氏
永 

文
治
元
年
乙巳
四
月
十
九
日
入
社
、
乍
レ
為
二
当
職
之
身
一
京
上
之
間
、
於
二

　

摂
津
国
一
不
慮
被
レ
切
レ
頭
畢
、
不
吉
例
也
、
治
八
月
、

同
上
皇
御
時
社
務
人
也
、
後
鳥
羽
、

　

卅
五 

氏
実 

文
治
元
年
乙巳

十
二
月
七
日
還
補
、
治
文
治
五
年
己酉

十
月
八
日
逝
去
畢
、

同
上
皇
御
時
社
務
人
也
、

　

卅
六 

氏
国 

文
治
五
年
己酉

十
月
四
日
自
二
牧
口
一
入
社
、
親
父
氏
実
存
生
時
請
二
継
之
一
、

　

治
九
年
、

　
「
社
務
次
第
」
に
よ
れ
ば
、
安
元
二
年
（
一
一
七
六
）
以
来
大
宮
司
で
あ
っ
た
氏
実
に
替

わ
り
、
寿
永
二
年
（
一
一
八
三
）
九
月
十
二
日
に
氏
家
が
大
宮
司
と
な
る
が
、
同
年
十
月

十
九
日
に
再
び
氏
実
、
さ
ら
に
、
四
か
月
後
の
元
暦
元
年
（
一
一
八
四
）
二
月
二
十
七
日

に
は
ま
た
氏
家
が
大
宮
司
と
な
る
。
翌
文
治
元
年
（
一
一
八
五
）
四
月
に
は
氏
永
が
大
宮

司
を
襲
う
も
の
の
、
大
宮
司
在
職
中
に
京
上
し
、
摂
津
国
に
お
い
て
「
不
慮
」
に
頭
を
切

ら
れ
た
と
い
う
。
そ
し
て
、
同
年
十
二
月
に
は
氏
実
が
都
合
五
度
目
の
大
宮
司
就
任
を
果

た
す
。
こ
の
よ
う
に
、
内
乱
期
に
お
け
る
め
ま
ぐ
る
し
い
大
宮
司
の
交
替
は
な
ぜ
生
じ
た
の

だ
ろ
う
か
。

　

こ
の
時
期
の
内
乱
の
動
向
に
つ
い
て
年
表
風
に
記
す
と
、
寿
永
二
年
七
月
、
源
義
仲
の

侵
攻
に
よ
っ
て
平
氏
は
都
落
ち
し
、
大
宰
府
ま
で
逃
れ
る
が
、
十
月
に
豊
後
の
知
行
国
主

藤
原
頼
輔
の
意
を
受
け
た
緒
方
惟
能
に
よ
って
追
い
出
さ
れ
、
平
宗
盛
は
讃
岐
国
屋
島
に
、

平
知
盛
は
門
司
の
彦
島
に
本
拠
を
置
い
た
。
寿
永
三
年
＝
元
暦
元
年
正
月
、
鎌
倉
か
ら
派

遣
さ
れ
た
源
範
頼
・
源
義
経
軍
が
宇
治
川
の
戦
い
で
義
仲
を
破
って
入
京
、
直
後
に
頼
朝
に

平
氏
追
討
宣
旨
が
出
さ
れ
る
。
こ
の
間
、
平
氏
は
一
時
勢
力
を
回
復
し
、
一
ノ
谷
に
陣
し

た
が
、
同
年
二
月
範
頼
・
義
経
軍
に
敗
北
す
る
。

　

一
ノ
谷
合
戦
以
降
の
頼
朝
の
平
氏
追
討
計
画
に
つい
て
は
、
宮
田
敬
三
氏
に
よ
る
詳
細
な

氏
高

氏
助

氏
季

氏
職

氏
道

氏
重

氏
尚

氏
永

氏
房

氏
平

氏
俊

氏
幸

氏
勝

氏
光

氏
長

（
氏
永
）

氏
忠

氏
市

氏
頼

氏
範

氏
種

氏
顕

氏
村

長
氏

氏
貞

氏
昌

氏
澄

氏
業

（
浄
恵
）

氏
仲

（
氏
重
）

氏
国

氏
倫

氏
継

氏
明

氏
業

（
氏
有
）

氏
経

氏
保

氏
実

氏
家

氏
能

氏
信
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次
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雄
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宗像大宮司家 系図

※数字は大宮司の代数
：養子関係

図一　宗像大宮司家系図
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分
析
が
あ
る（
⓱
）。
頼
朝
に
は
義
経
を
し
て
平
氏
を
追
討
さ
せ
る
構
想
が
あ
っ
た
が
、
畿
内

近
国
へ
の
公
権
に
よ
る
軍
事
動
員
を
忌
避
す
る
権
門
勢
家
・
荘
官
層
か
ら
の
抵
抗
に
遭
い
、

方
針
転
換
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
。
そ
こ
で
、
義
経
に
平
氏
残
党
・
強
盗
か
ら
の
京
都
守
護

を
任
せ
、
土
肥
実
平
・
梶
原
景
時
に
は
山
陽
・
南
海
地
域
で
の
追
討
活
動
、
そ
し
て
、
範

頼
を
平
氏
追
討
の
中
心
と
す
る
計
画
を
打
ち
出
し
た
。
頼
朝
は
安
徳
天
皇
・
平
時
子
の
降

伏
、
神
器
の
奪
還
を
期
待
し
て
い
た
た
め
、
軍
事
的
に
圧
倒
し
な
が
ら
包
囲
す
る
長
期
戦

を
想
定
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
元
暦
二
年
＝
文
治
元
年
（
一
一
八
五
）
正
月
、
頼
朝
は
追

討
使
範
頼
に
対
し
て
「
坂
東
の
勢
を
ば
む
ね
と
し
て
、
筑
紫
の
者
共
を
も
て
、
八
嶋
を
ば

責
さ
せ
て
不
急
や
う
に
、
閑
に
沙
汰
候
べ
し
」「
筑
紫
の
者
に
て
、
四
国
を
ば
責
さ
せ
給
べ

く
候
」
（
⓲
）と
命
じ
て
お
り
、
追
討
使
の
権
限
に
基
づ
い
て
鎮
西
で
も
軍
事
動
員
し
て
屋
島

を
攻
め
る
計
画
を
立
て
て
い
た
。
し
か
し
、
頼
朝
・
範
頼
の
計
画
を
知
ら
な
い
義
経
は
、

「
自
専
」
に
よ
っ
て
屋
島
を
奇
襲
し
、
元
暦
二
年
＝
文
治
元
年
三
月
、
壇
ノ
浦
で
安
徳
と

平
氏
一
門
を
滅
亡
さ
せ
て
し
ま
っ
た
。

　

文
治
元
年
の
範
頼
軍
の
動
き
を
み
る
と
、
正
月
の
段
階
で
周
防
国
よ
り
赤
間
関
に
到
り
、

平
氏
を
攻
め
る
た
め
鎮
西
に
渡
海
し
よ
う
と
し
た
が
、
兵
粮
米
・
兵
船
が
不
足
し
た
た
め

数
日
逗
留
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
豊
後
国
住
人
臼
杵
惟
隆
と
弟
の
緒
方
惟
栄
と

が
味
方
す
る
と
い
う
風
聞
が
あ
っ
た
た
め
、
一
旦
周
防
国
に
戻
り
、
兵
粮
米
・
兵
船
の
準
備

が
整
う
の
を
待
っ
て
、
正
月
二
十
六
日
に
豊
後
国
へ
と
渡
海
し
た（
⓳
）。
一
方
、
義
経
は
、

正
月
八
日
、
兵
粮
米
が
尽
き
て
範
頼
が
引
き
返
し
て
く
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
武
士
た
ち

が
再
び
平
氏
に
付
い
て
し
ま
う
と
院
へ
奏
上
、
正
月
十
日
に
京
都
を
出
陣
し（
⓴
）、
二
月

十
六
日
に
屋
島
へ
向
か
っ
た（
㉑
）。

　

宮
田
氏
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
義
経
は
範
頼
軍
の
動
き
を
把
握
し
て
い
た
も
の
の
、
頼
朝
・

範
頼
に
よ
る
追
討
計
画
ま
で
は
知
ら
ず
、
範
頼
軍
の
鎮
西
渡
航
の
情
報
を
受
け
て
、
四
国

へ
渡
り
平
氏
を
追
討
す
る
決
意
を
し
た
。
頼
朝
は
、
義
経
の
「
自
専
」
に
よ
る
平
氏
の
滅

亡
と
い
う
結
果
に
対
し
、
当
初
の
追
討
計
画
の
枠
内
で
範
頼
・
義
経
に
よ
って
平
氏
追
討
が

完
了
さ
れ
た
か
の
よ
う
な
解
釈
を
事
後
に
作
り
出
し
た
。
そ
の
た
め
、『
吾
妻
鏡
』
に
は
、

範
頼
を
総
大
将
と
し
て
平
氏
を
追
討
す
る
本
来
の
計
画
と
、
そ
れ
と
矛
盾
す
る
義
経
を
四

国
、
範
頼
を
九
州
に
派
遣
す
る
計
画
と
が
記
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
後
者
は
歴
史
的
事
実

を
知
る
『
吾
妻
鏡
』
編
者
の
潤
色
で
あ
っ
た
。『
吾
妻
鏡
』
か
ら
は
鎮
西
へ
渡
航
し
よ
う
と

す
る
範
頼
軍
が
苦
戦
し
て
い
る
と
い
う
印
象
を
受
け
る
が
、
範
頼
軍
の
面
目
を
保
ち
な
が

ら
義
経
の
出
陣
に
矛
盾
を
生
じ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
、
原
史
料
を
取
捨
選
択
し
て
範
頼

軍
の
苦
戦
を
強
調
し
た
と
い
う（
㉒
）。

　

宮
田
氏
の
指
摘
通
り
、
範
頼
は
鎮
西
に
お
い
て
本
来
の
頼
朝
の
計
画
を
遂
行
す
べ
く
、

成
果
を
上
げ
て
い
た
。
そ
れ
が
、
次
の
「
葦
屋
浦
」
で
の
合
戦
で
あ
る
。

【
史
料
三
】『
吾
妻
鏡
』
文
治
元
年
二
月
一
日
条
（
傍
線
・
傍
点
は
筆
者
、
以
下
同
じ
）

参
州
渡
二
豊
後
国
一
、
北
条
小
四
郎
、
下
河
辺
庄
司
、
渋
谷
庄
司
、
品
河
三
郎
等
令
二

先
登
一
、
而
今
日
、
於
二
葦、

屋、

浦、
一
、
太
宰
少
弐
種（
原
田
）直、

子
息
賀
摩
兵
衛
尉
等
、
引
二

随
兵
一
相
二
逢
之
一
挑
戦
、
行
平
重
国
等
廻
懸
射
レ
之
、
彼
輩
雖
二
攻
戦
一
、
為
二
重
国
一

被
レ
射
畢
、
行
平
誅
二
美
気
三
郎
敦
種
一
云
々
、

　
「
葦
屋
浦
」
合
戦
に
つ
い
て
検
討
し
た
金
澤
正
大
氏
は
、「
葦
屋
浦
」
を
筑
前
国
遠
賀

郡
の
「
芦
屋
」（
現
福
岡
県
遠
賀
郡
芦
屋
町
）
で
は
な
く
、
豊
前
国
下
毛
郡
仲
津
（
現

大
分
県
中
津
市
）
周
辺
に
比
定
し
た
。
平
氏
方
は
、
豊
後
・
豊
前
の
国
境
に
布
陣
す
る
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板
井
種
遠
と
仲
津
付
近
に
布
陣
す
る
原
田
種
直
と
に
二
分
さ
れ
て
お
り
、
周
防
国
か
ら
豊

後
国
に
上
陸
し
た
範
頼
軍
は
、
再
度
渡
海
し
て
国
東
半
島
を
廻
っ
て
豊
前
の
「
葦
屋
浦
」

に
上
陸
、
後
方
の
種
直
に
奇
襲
攻
撃
を
か
け
、
平
氏
方
を
完
敗
さ
せ
た
と
す
る（
㉓
）。
範

頼
軍
は
そ
の
後
大
宰
府
を
掌
握
し
た
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
間
、
壇
ノ
浦
の
戦
い
で
平
氏
が

滅
亡
し
て
し
ま
う
。
範
頼
軍
は
失
わ
れ
た
「
仙
洞
重
宝
御
剣
鵜
丸
」
を
捜
し
出
し
、
同

年
九
月
に
上
洛
、
十
月
二
十
日
に
は
鎌
倉
に
到
着
し
た（
㉔
）。

　

さ
て
、
こ
こ
で
宗
像
大
宮
司
の
動
向
に
目
を
向
け
る
と
、
大
宮
司
の
交
替
が
内
乱
の
勢

力
の
変
動
と
関
係
し
て
い
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
寿
永
二
年
九
月
の
氏
家
の

就
任
は
平
氏
の
大
宰
府
入
り
と
軌
を
一
に
し
て
お
り
、
平
氏
が
緒
方
惟
義
に
よ
っ
て
大
宰

府
を
追
い
落
と
さ
れ
る
と（
㉕
）、
十
月
に
は
氏
実
へ
と
替
わ
る
。
し
か
し
、
平
知
盛
が
「
九

国
官
兵
」
を
率
い
て
門
司
関
を
固
め
て
彦
島
に
陣
す
る
と（
㉖
）、
再
度
氏
家
に
替
わ
る
。
鎮

西
に
上
陸
し
た
範
頼
軍
が
、
文
治
元
年
二
月
に
「
葦
屋
浦
」
で
原
田
氏
以
下
平
氏
家
人

を
撃
破
し
、
三
月
に
義
経
に
よ
っ
て
平
氏
が
滅
亡
す
る
と
、
四
月
に
氏
永
が
大
宮
司
と
な

る
。

　

範
頼
軍
が
「
筑
紫
の
者
共
」
を
組
織
し
、
平
家
追
討
を
遂
行
す
る
こ
と
は
、
頼
朝
・

範
頼
に
よ
る
当
初
の
計
画
で
も
あ
り
、
平
氏
に
付
く
氏
家
に
対
抗
し
て
、
氏
永
は
範
頼
軍

の
支
配
下
に
入
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。「
社
務
次
第
」
に
よ
れ
ば
、
氏
永
は
大
宮
司
の

身
で
あ
り
な
が
ら
、「
京
上
」
し
た
と
い
う
が
、
こ
れ
は
範
頼
軍
の
上
京
と
行
動
を
共
に
し

た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
お
そ
ら
く
、
平
氏
は
滅
ん
だ
と
は
い
え
、
氏
家
や
氏
実
な
ど
氏

永
を
脅
か
す
勢
力
が
依
然
と
し
て
存
在
し
て
お
り
、
範
頼
軍
が
帰
洛
し
、
そ
の
後
ろ
盾
が

無
く
な
っ
た
時
、
危
機
的
状
況
に
陥
って
し
ま
う
こ
と
を
恐
れ
た
行
動
で
あ
っ
た
と
想
定
し

う
る
。
ま
た
、「
社
務
次
第
」
に
氏
永
は
在
職
八
箇
月
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
死
は
同

年
十
一
月
前
後
と
な
る
。

　

中
央
で
は
、
十
月
十
八
日
、
義
経
の
要
請
に
よ
っ
て
頼
朝
追
討
宣
旨
が
出
さ
れ
、
山
内

経
俊
の
僕
従
の
言
に
よ
れ
ば
、
義
経
は
宣
旨
と
称
し
て
「
近
国
軍
兵
」
を
動
員
し
た
と
い

う（
㉗
）。
し
か
し
、
十
一
月
二
十
五
日
に
は
源
行
家
・
義
経
を
追
討
す
る
宣
旨
が
出
さ
れ
る

の
で
あ
る
。

【
史
料
四
】『
吾
妻
鏡
』
文
治
元
年
十
一
月
二
十
五
日
条

文
治
元
年
十
一
月
廿
五
日　

宣
旨　

前
備
前
守
源
行
家
、
前
伊
与
守
同
義
経
、
恣
挟
二
野
心
一
、
遂
赴
二
海
西
一
訖
、
而
於
二

摂
津
国
一
、
解
纜
之
間
、
忽
逢
二
逆
風
之
難
一
、
誠
是
一
天
之
譴
也
、
漂
没
之
間
雖

レ
有
二
其
説
一
、
殞
レ
命
之
実
猶
非
レ
無
レ
疑
、
早
仰
二
従
二
位
源
朝
臣
一
、
不
日
尋
二
捜
在

所
一
、
宜
レ
令
レ
捉
二
搦
其
身
一
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

蔵
人
頭
右
大
弁
兼
皇
后
宮
亮
藤
原
光
雅
奉

　

行
家
と
義
経
は
摂
津
国
か
ら
西
国
へ
赴
こ
う
と
し
、
逆
風
の
た
め
船
が
漂
没
し
た
。
摂

津
国
大
物
浜
か
ら
の
西
海
脱
出
は
十
一
月
六
日
の
こ
と
で
、「
伴
類
」
は
「
皆
分
散
」
し

て
し
ま
っ
た（
㉘
）。
追
討
宣
旨
で
は
頼
朝
に
両
者
の
居
所
を
捜
し
出
し
、
そ
の
身
を
捕
え
る

よ
う
に
命
じ
ら
れ
て
い
る
。

　

想
像
を
逞
し
く
す
れ
ば
、
範
頼
は
十
月
に
鎌
倉
へ
帰
って
し
ま
っ
た
が
、
氏
永
は
そ
の
ま

ま
在
京
し
、
頼
朝
追
討
宣
旨
及
び
義
経
に
よ
る
近
国
軍
兵
の
動
員
に
応
じ
て
、
義
経
に
属

し
た
。
し
か
し
、
直
後
に
行
家
・
義
経
追
討
宣
旨
が
出
さ
れ
、
義
経
ら
が
摂
津
国
か
ら

西
海
へ
の
脱
出
に
失
敗
す
る
混
乱
の
中
で
、
命
を
落
と
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
氏
永
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は
、
追
討
宣
旨
が
出
さ
れ
た
義
経
に
関
わ
って
死
亡
し
た
た
め
、「
社
務
次
第
」
に
は
殊
更

「
不
吉
例
」
と
記
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
治
承
・
寿
永
の
内
乱
期
に
お
け
る
宗
像
大
宮
司
は
、
中
央
・
鎮
西
の

上
位
勢
力
の
変
動
に
応
じ
て
大
宮
司
が
交
替
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
背
景
と
し
て
、
社

家
一
族
間
に
お
け
る
熾
烈
な
勢
力
争
い
が
あ
っ
た
こ
と
を
想
定
で
き
る
。
そ
し
て
、
氏
実
が

再
び
大
宮
司
に
還
補
さ
れ
て
、
宗
像
社
に
と
って
の
内
乱
が
幕
を
閉
じ
る
の
で
あ
る
。

二
、
鎌
倉
初
期
に
お
け
る
宗
像
大
宮
司

　

頼
朝
は
、
文
治
五
年
、
内
乱
期
の
主
従
制
を
清
算
・
再
編
し
、
鎌
倉
殿
への
支
配
を
明

確
化
す
る
た
め
奥
州
藤
原
氏
を
滅
ぼ
し
た（
㉙
）。
内
乱
期
に
お
け
る
主
従
制
は
建
久
年
間

に
御
家
人
制
と
し
て
確
立
さ
れ
て
い
く
が
、
若
狭
、
丹
波
、
但
馬
、
和
泉
、
大
隅
国
に
お

け
る
御
家
人
交
名
の
作
成
は
建
久
末
年
で
あ
り
、
西
国
の
御
家
人
制
の
再
編
は
東
国
よ
り

も
遅
れ
る
こ
と
に
な
っ
た（
㉚
）。

　

内
乱
を
潜
り
抜
け
た
大
宮
司
氏
実
が
、
内
乱
期
を
通
し
て
そ
の
庇
護
者
と
し
て
仰
い

だ
の
は
、
平
氏
で
も
、
範
頼
で
も
頼
朝
で
も
な
く
、
本
家
八
条
院
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

す
な
わ
ち
、「
仰
」
に
よ
っ
て
「
重
代
人
」
氏
実
に
社
領
が
安
堵
さ
れ
、
地
頭
職
の
設
置

が
避
け
ら
れ
る
結
果
と
な
っ
た
＝
【
史
料
一
】。

　

文
治
五
年
に
は
、
氏
実
が
死
去
し
、
生
前
に
大
宮
司
を
譲
ら
れ
た
子
の
氏
国
が
そ
の
跡

を
襲
っ
た
が
、
建
久
年
間
に
お
い
て
、
氏
国
が
御
家
人
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
史
料
は
な
い
。

氏
国
は
父
の
氏
実
同
様
、
本
家
八
条
院
の
下
で
勢
力
を
築
い
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
そ
の
一
方

で
、
明
確
に
幕
府
側
に
つい
た
者
も
い
た
。

【
史
料
五
】
建
久
二
年
（
一
一
九
一
）
八
月
一
日
「
関
東
御
教
書
案
」（
㉛
）

宗
像
前
大
宮
司
氏
家
訴
申
当
神
領
内
本
木
・
内
殿
等
地
頭
職
事
、
於
二
府
庁
一
可

レ
問
二
注
両
方
一
之
由
、
遣
レ
仰
先
了
、
仍
引
二
勘
氏
家
所
レ
進
問
注
詞
一
之
処
、
氏
家
得

レ
理
、
早
停
二
止
高
房
知
行
一
、
以
二
氏
家
一
可
レ
令
二
領
掌
一
、
但
有
レ
限
之
神
役
不
レ
可
二

懈
怠
一
之
由
、
含
二
氏
家
一
了
、
抑
、
於
二
高
房
所
帯
御
下
文
一
者
、
慥
可
二
召
進
一
也
、

又
於
二
下
文
一
者
、
不
レ
賜
二
氏
家
一
者
也
者
、
鎌
倉
殿
仰
旨
如
レ
此
、
仍
執
達
如
レ
件
、

　
　

建
久
二
年
八
月
一
日　
　
　
　
　
　

盛（
平
）時

□
（
奉
カ
）（

裏
花
押
）

　
　
　

藤（
天
野
遠
景
）

内
民
部
丞
殿

　

本
木
・
内
殿
地
頭
職
に
つい
て
提
訴
し
て
い
る
の
は
、
か
つ
て
平
氏
方
に
つい
た
と
思
わ
れ

る
氏
家
で
あ
る
。
大
宰
府
庁
で
問
注
が
行
わ
れ
、
高
房
の
知
行
は
否
定
、
下
文
は
下
さ
れ

な
い
も
の
の
氏
家
の
領
掌
が
認
め
ら
れ
た
。
本
木
・
内
殿
地
頭
職
は
、
氏
家
の
子
氏
用

（
氏
茂
）
に
相
伝
さ
れ
た
よ
う
で
、
建
永
元
年
（
一
二
〇
六
）
に
は
、
関
東
下
知
状
に
よ
っ

て
氏
用
の
領
掌
が
認
め
ら
れ
て
い
る（
㉜
）。

　

氏
家
︱
氏
用
の
系
統
が
幕
府
に
よ
り
地
頭
職
を
安
堵
さ
れ
て
い
る
事
実
は
、
氏
家
が
平

氏
家
人
か
ら
一
転
し
幕
府
の
御
家
人
化
への
道
を
辿
ろ
う
と
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
裏

を
返
せ
ば
、
大
宮
司
で
あ
る
氏
国
は
建
久
段
階
で
御
家
人
で
は
な
か
っ
た
。
建
久
三
年

（
一
一
九
二
）
に
は
、
八
条
院
の
要
請
に
よ
って
宗
像
社
の
宇
佐
宮
造
営
用
途
が
停
止
さ
れ

（
㉝
）、
同
五
年
に
は
八
条
院
庁
下
文
に
よって
氏
国
が
大
宮
司
職
に
補
任
（
事
実
上
の
安
堵
）

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る（
㉞
）。
八
条
院
の
支
配
下
に
あ
っ
た
氏
国
に
対
し
、
内
乱
の
勢
力
争
い

で
敗
北
し
た
氏
家
・
氏
用
は
、
鎌
倉
御
家
人
と
な
る
こ
と
で
活
路
を
見
出
し
た
の
で
あ
る
。
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た
だ
し
、
氏
国
の
勢
力
も
盤
石
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。「
社
務
次
第
」
に
よ
れ
ば
、

文
治
五
年
の
氏
国
就
任
か
ら
氏
仲
→
氏
国
→
氏
重
→
氏
国
→
氏
能
と
大
宮
司
が
替
わ
り
、

建
保
五
年
（
一
二
一
七
）
に
氏
国
は
四
回
目
の
大
宮
司
に
還
補
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

【
史
料
六
】
建
保
五
年
七
月
二
十
四
日
「
関
東
御
教
書
」（
㉟
）

宗
像
社
大
宮
司
職
事

院
宣
二
通
所
レ
給
也
、
子
細
見
レ
状
、
是
則
氏
国
任
二
道
理
一
、
如
レ
本
可
レ
被
二
還
補
一

之
由
、
度
々
令
レ
経
二　

院
奏
一
給
之
処
、
早
可
二
還
補
一
之
旨
、
召
二
領
家
請
文
一
、
所

レ
被
二
副
下
一
也
者
、
逐
二
帰
洛
一
給
二
下
文
一
、
任
レ
旧
一
事
以
上
、
無
二
相
違
一
可
レ
執
二

行
社
務
一
之
状
、
依
二
鎌
倉
殿
仰
一
、
執
達
如
レ
件
、

　
　

建
保
五
年
七
月
廿
四
日　
　
　
　
　

信（
二
階
堂
行
光
）

濃
守
藤
原
（
花
押
）

宗
像
大（
氏
国
）

宮
司
殿

　

本
家
は
八
条
院
か
ら
順
徳
天
皇
へ
と
移
っ
た
が
、
事
実
上
は
後
鳥
羽
院
を
本
家
と
し
て
、

院
の
近
臣
で
あ
る
葉
室
光
親
が
領
家
と
な
って
い
た
。
金
澤
正
大
氏
は
、
光
親
が
後
鳥
羽

院
に
「
忠
実
な
在
地
関
係
を
構
築
」
す
る
た
め
、
氏
実
系
統
を
排
除
し
、
己
が
意
向
に

沿
う
大
宮
司
と
し
て
氏
能
を
起
用
し
た
と
す
る（
㊱
）。
同
日
付
の
大
宰
少
弐
充
の
関
東
御

教
書
に
は
、「
去
々
年
不
慮
之
外
、
窂、

籠、

出
来
之
間
、
殊
令
レ
経
二　

院
奏
一
、
早
可
レ
還
二

補
本
職
一
之
由
、
所
レ
召
二
給
領
家
請
文
一
也
、
仍
給
二
身
暇
一
帰
国
、
於
レ
今
者
、
任
レ
旧
一

事
以
上
無
二
相
違
一
可
レ
執
二
行
社
務
一
也
」（
㊲
）と
あ
り
、
こ
の
「
窂
籠
」
こ
そ
光
親
に
よ
る

氏
国
の
罷
免
で
あ
っ
た（
㊳
）。
氏
国
は
、
窮
地
を
脱
す
る
た
め
に
院
奏
を
経
て
後
鳥
羽
院
宣

の
発
給
を
実
現
さ
せ
、
関
東
御
教
書
に
よって
大
宮
司
に
還
補
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

　

領
家
光
親
に
よ
る
宗
像
社
へ
の
干
渉
は
、
氏
国
を
急
速
に
幕
府
側
へ
走
ら
せ
る
こ
と
に

な
っ
た
。「
社
務
次
第
」
は
、
貞
応
元
年
（
一
二
二
二
）
に
「
氏
国
為
二
当
職
之
身
一
京
上

云
々
、
同
年
九
月
十
二
日
下
向
」
と
伝
え
て
い
る
。
こ
れ
は
大
宮
司
職
の
安
堵
を
求
め
た

も
の
で
あ
っ
た
。

【
史
料
七
】
貞
応
元
年
七
月
廿
七
日
「
関
東
下
知
状
」（
㊴
）

宗
像
社
大
宮
司
職
事

右
、
件
職
、
氏
国
相
伝
之
上
、
蒙
二
故
右（
源
頼
朝
）

大
将
家
御
下
知
一
、
年
来
執
二
行
社
務
一

之
処
、
去
建
保
三
年
為
二
其
時
領
家
一
、
按（
葉
室
光
親
）

察
家
被
レ

致
二

濫
妨
一
之
刻
、
為
二

故

右（
源
実
朝
）

大
臣
家
御
沙
汰
一
、
令
レ
経
二　

院
奏
一
、
被
二
還
補
一
畢
、
今
為
二
御
代
始
一
参
向
、

給
二
身
暇
一
、
所
レ
令
二
帰
国
一
也
、
任
二
先
御
成
敗
一
、
無
二
相
違
一
可
レ
令
二
安
堵
一
之
状
、

依
レ
仰
下
知
如
レ
件
、

　
　
　

貞
応
元
年
七
月
廿
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

陸（
北
条
義
時
）

奥
守
平
（
花
押
）

　
【
史
料
七
】
傍
線
部
の
「
濫
妨
」
と
は
光
親
に
よ
っ
て
氏
国
が
罷
免
さ
れ
た
こ
と
＝

「
窂
籠
」
を
指
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
後
堀
河
天
皇
の
代
始
め
へ
参
向
し
た
氏
国
を
帰
国

さ
せ
、「
先
御
成
敗
」
＝
【
史
料
六
】
に
任
せ
て
、
関、

東、

下、

知、

状、

に、
よ、
っ、
て、

大
宮
司
職
の
安

堵
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
時
、
氏
国
は
鎌
倉
に
赴
い
た
と
さ
れ
る
が（
㊵
）、
お
そ
ら
く

鎌
倉
を
訪
れ
て
そ
の
庇
護
下
に
入
っ
た
初
の
大
宮
司
で
あ
る（
㊶
）。

　

氏
国
以
後
、
四
人
の
大
宮
司
を
経
て
、
建
長
二
年
（
一
二
五
〇
）
三
月
、
氏
国
の
猶
子

で
あ
る
氏
業
（
氏
経
子
）
が
大
宮
司
と
な
る
。
本
稿
で
強
調
し
た
い
の
は
、
氏
業
の
大
宮
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司
と
し
て
の
正
統
性
で
あ
る
。
中
村
翼
氏
は
宝
治
合
戦
の
直
前
頃
、
大
宮
司
を
相
伝
す
る

正
統
性
に
お
い
て
氏
業
と
氏
昌
と
は
対
等
な
い
し
氏
昌
に
分
が
あ
っ
た
た
め
、
氏
業
は
す
ぐ

に
大
宮
司
に
就
け
な
か
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る（
㊷
）。
氏
業
は
同
年
八
月
に
幕
府
に
対
し
て

安
堵
を
申
し
出
た
。

【
史
料
八
】
建
長
二
年
八
月
三
日
「
関
東
御
教
書
」
（
㊸
）
（〈
〉
内
は
割
注
）

筑、

前、

国、

御、

家、

人、

氏
業
申
宗
像
大
宮
司
社
務
事
、
石（
中
原
）見前

司
友
景
朝
臣
奉
書
・
雑
掌

申
状
〈
副
二
年
貢
済
物
注
文
一
〉
令
二
披
露
一
事
、
氏
業
帯
二
関
東
代
々
御
下
知
一
、
蒙
二

本
所
御
裁
許
一
欤
、
而
年
貢
已
下
済
物
事
、
任
二
雑
掌
所
レ
進
注
文
一
、
氏
業
進
二
請

文
一
之
上
勿
論
欤
、
早
任
二
旧
例
一
、
可
二
有
二
御
成
敗
一
之
由
、
可
レ
被
レ
申
之
状
、
依

レ
仰
執
達
如
レ
件
、

　
　

建
長
二
年
八
月
三
日　
　
　
　
　

相（
北
条
時
頼
）

模
守
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
陸（
北
条
重
時
）

奥
守
（
花
押
）

　
　

陸（
北
条
長
時
）

奥
左
近
大
夫
将
監
殿

　

管
見
の
限
り
、
大
宮
司
経
験
者
で
「
御
家
人
」
と
称
し
た
の
は
【
史
料
八
】
の
氏
業
が

初
見
で
あ
る
。
大
宮
司
を
継
承
す
る
正
統
性
を
持
た
な
い
氏
業
は
、
御
家
人
と
な
る
こ
と

で
自
ら
の
正
統
性
を
主
張
し
た
の
で
あ
ろ
う（
㊹
）。
し
か
し
、【
史
料
八
】
は
、
氏
国
が
大

宮
司
職
を
安
堵
さ
れ
た
【
史
料
六
】
や
【
史
料
七
】
の
よ
う
に
、
相
違
な
く
大
宮
司
を

安
堵
し
た
も
の
で
は
な
く
、「
筑
前
国
御
家
人
氏
業
」
に
よ
る
申
し
立
て
に
よ
り
「
年
貢

已
下
済
物
」
に
つい
て
旧
例
通
り
「
御
成
敗
」
す
る
よ
う
六
波
羅
に
命
じ
た
に
す
ぎ
な
い
。

　

氏
業
は
一
年
で
大
宮
司
を
辞
し
、
子
の
長
氏
に
「
本
印
并
重
書
等
」
を
悉
く
譲
与
す

る（
㊺
）。
そ
し
て
、
本
家
大
宮
院
（
藤
原
姞
子
）
に
対
し
て
長
氏
の
大
宮
司
安
堵
を
申
請

す
る
の
で
あ
る
。

【
史
料
九
】
建
長
八
年
（
一
二
五
六
）
正
月
日
「
大
宮
院
庁
下
文
」（
㊻
）

大
宮
院
庁
下　

筑
前
国
宗
像
社
司
等

可
下
且
任
二
代
代
庁
下
文
一
、
且
依
二
親、

父、

氏、

業、

申
請
一
、
令
中
宗
像
長
氏
子
子
孫
孫

相
伝
領
掌
上
当
社
大
宮
司
職
事

右
、
去
年
十
二
月
十
三
日
彼
氏
業
解
状
偁
、
当
社
大
宮
司
者
、
重
代
相
伝
領
、
執
二

行
社
務
職
一
也
、（
中
略
）
平（
平
清
盛
）

家
入
道
太
政
大
臣
家
時
、
越
中
前
司
盛
俊
、
以
二
権

威
一
押
二
領
当
社
一
之
後
、
源
平
合
戦
出
来
之
間
、
氏（
ア
）実

為
二
源
家
御
方
一
、
抽
二
忠

勤
一
畢
、
因
レ
茲
鎌（
源
頼
朝
）

倉
右
大
将
家
御
判
状
偁
、
宗
像
社
事
、
故
盛
俊
知
行
也
、
可
レ
令
二

没
官
一
之
条
、
勿
論
、
雖
レ
須
レ
令
レ
下
二

地
頭
一
、
止
二

其
儀
一
畢
、
氏
実
重
代
人

候
、
如
レ
本
可
レ
令
二
安
堵
一
云
云
、（
中
略
）、
氏
実
譲
二
子
息
氏
国
一
、
氏
国
給
二
同

庁
御
下
文
并
鎌（
源
実
朝
）

倉
右
大
臣
家
及
二（
北
条
政
子
）

位
家
御
下
知
状
一
、
令
二
領
知
一
之
処
、
三
浦
若
狭

前
司
泰
村
補
二
任
預
所
職
一
、
濫
二
妨
社
家
領
一
、
非
拠
之
至
、
只
在
二
斯
事
一
、
氏
業

為
二
氏
国
甥
一
之
上
、
即
成
二
猶
子
一
之
間
、
捧
二
相
伝
証
文
等
一
、
訴
二
申
事
由
一
之

日
、
氏（
イ
）業

与
二
泰
村
一
雖
レ
遂
二
対
決
一
、
不
レ
達
二
愁
訴
一
之
処
、
泰
村
依
二
謀
叛
事
一
、

被
二
追
討
一
之
刻
、
氏
業
向
二
戦
場
一
畢
、
仍
言
二
上
子
細
一
之
時
、
任
二
証
文
之
道

理
一
、
給
二
関
東
御
教
書
一
、
預
二
富（

西

園

寺

実

氏

）

小
路
太
政
大
臣
家
御
裁
許
一
之
間
、
申
（
ウ
）二

充
親

父
氏
経
一
、
氏
経
死
去
之
後
、
所
レ
譲
二
与
子
息
長
氏
一
也
、
然
則
以
二
長
氏
一
為
二
件

職
一
、
任
二
旧
例
一
、一
事
以
上
執
二
行
社
務
一
、
子
孫
相
伝
無
二
相
違
一
可
レ
令
二
領
掌
一

之
旨
、
下
二
賜
庁
御
下
文
一
、
将
レ
備
二
後
代
之
亀
鏡
一
矣
者
、
件
職
、
且
任
二
代
代
庁
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下
文
一
、
且
依
二
氏
業
申
請
一
、
長
氏
可
レ
令
二
子
子
孫
孫
相
伝
領
掌
一
之
状
、
所
レ
仰

如
レ
件
、
社
司
等
宜
承
知
、
不
レ
可
二
違
失
一
、
故
下
、

（
署
判
省
略
）

　

傍
線
部
ウ
で
は
、
一
度
大
宮
司
職
を
実
父
氏
経
に
充
て
、
氏
経
が
死
去
し
た
後
で
長
氏

に
譲
与
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
下
文
の
ほ
と
ん
ど
は
氏
業
の
解
状
の
引

用
で
あ
る
が
、
そ
の
中
で
氏
業
の
大
宮
司
職
相
伝
の
事
実
は
明
確
に
述
べ
ら
れ
て
お
ら
ず
、

事
書
に
は
「
前
大
宮
司
」
で
は
な
く
、
単
に
「
親
父
氏
業
」
と
の
み
表
現
さ
れ
て
い
る
。

正
統
性
の
低
い
氏
業
は
、
鎌
倉
御
家
人
と
し
て
の
由
緒
を
強
調
す
る
こ
と
で
自
己
の
正
統
性

を
主
張
し
た
。【
史
料
一
】
を
引
用
し
た
傍
線
部
ア
で
は
、「
氏
実
為
二
源
家
御
方
一 

、
抽
二

忠
勤
一
畢
」
と
あ
り
、
氏
実
が
頼
朝
に
積
極
的
に
味
方
し
て
忠
勤
を
励
み
、
安
堵
を
勝
ち

得
た
と
い
う
内
容
に
書
き
換
え
ら
れ
て
お
り
、
本
家
八
条
院
の
「
仰
」
に
よって
安
堵
が
な

さ
れ
た
事
実
は
抜
け
落
ち
て
い
る
。
御
家
人
と
し
て
の
根
拠
を
氏
実
に
求
め
る
認
識
は
、
氏

業
の
代
に
形
成
さ
れ
た
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　

一
方
、
氏
業
は
長
氏
の
安
堵
そ
の
も
の
は
幕
府
で
は
な
く
本
家
大
宮
院
に
求
め
て
い
る
。

こ
の
背
景
と
し
て
、
承
久
の
乱
以
後
、
葉
室
光
親
に
替
わ
って
、「
将
軍
家
領
」（
関
東
御

領
）
と
し
て
鎌
倉
将
軍
家
が
領
家
と
な
り（
㊼
）、
そ
の
下
で
預
所
で
あ
っ
た
三
浦
泰
村
に
よ

る
社
領
濫
妨
が
指
摘
で
き
る
。
傍
線
部
イ
に
あ
る
よ
う
に
、
氏
業
は
泰
村
の
濫
妨
を
幕
府

に
訴
え
た
が
、
目
的
を
達
せ
ず
、
三
浦
氏
が
蜂
起
し
た
宝
治
合
戦
で
は
戦
場
ま
で
向
か
っ

た
。
そ
し
て
、
遂
に
、
関
東
御
教
書
と
宝
治
合
戦
後
に
領
家
と
な
っ
た
西
園
寺
実
氏
の
裁

許
を
獲
得
し
た
の
で
あ
る
。

　

預
所
の
三
浦
泰
村
は
惣
地
頭
と
は
称
さ
れ
て
い
な
い
が
、「
は
じ
め
に
」
で
述
べ
た
工
藤

敬
一
氏
に
よ
る
「
惣
地
頭
︱
小
地
頭
制
」
の
分
類
を
当
て
は
め
る
と
、（
四
）
大
社
の
社

領
全
体
の
預
所
職
あ
る
い
は
そ
れ
に
準
ず
る
権
限
を
持
つ
場
合
に
相
当
す
る
だ
ろ
う
。「
小

地
頭
」
に
相
当
す
る
氏
業
は
、
再
び
「
惣
地
頭
」
に
よ
る
濫
妨
が
起
こ
る
こ
と
を
避
け
る

た
め
、
領
家
の
裁
許
を
取
得
し
、
さ
ら
に
本
家
の
下
文
に
よって
長
氏
の
大
宮
司
職
を
安
堵

し
よ
う
と
し
た
。
氏
国
が
領
家
葉
室
光
親
の
濫
妨
に
対
し
て
幕
府
に
近
づ
い
て
いっ
た
よ
う

に
、
氏
業
も
御
家
人
と
し
て
の
立
場
を
活
か
し
つつ
、「
惣
地
頭
」
の
濫
妨
に
対
抗
す
る
手

段
と
し
て
本
家
を
仰
い
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

　

氏
業
が
守
り
抜
こ
う
と
し
た
大
宮
司
の
地
位
は
、
長
氏
に
よって
確
固
た
る
も
の
と
な
る
。

別
稿
で
検
討
し
た
よ
う
に
、
長
氏
は
、
蒙
古
襲
来
へ
の
対
応
を
迫
ら
れ
た
鎌
倉
幕
府
の
所

領
注
進
命
令
に
応
じ
て
「
証
文
注
進
状
」
を
作
成
し
た
。
こ
れ
に
よ
って
、
氏
実
か
ら
長

氏
の
間
に
存
在
し
て
い
た
他
の
系
統
の
大
宮
司
の
正
統
性
を
否
定
し
、
氏
実
︱
氏
国
︱
氏

業
︱
長
氏
と
い
う
「
代
々
御
家
人
」
に
よ
る
大
宮
司
職
相
伝
の
正
統
性
を
創
出
し
た
の
で

あ
る
。
長
氏
は
、
幕
府
か
ら
下
文
に
よ
って
大
宮
司
に
補
任
さ
れ
、
鎌
倉
御
家
人
と
し
て

異
国
警
固
を
勤
仕
し
な
が
ら
半
世
紀
に
わ
た
って
大
宮
司
と
し
て
君
臨
し
、「
嫡
流
」
た
る

大
宮
司
家
を
確
立
し
た
の
で
あ
る（
㊽
）。

む
す
び
に
か
え
て

　

多
く
を
推
論
に
頼
る
こ
と
に
な
って
し
ま
っ
た
が
、
本
稿
で
は
、
治
承
・
寿
永
の
内
乱
期

か
ら
鎌
倉
初
期
に
か
け
て
の
宗
像
大
宮
司
就
任
を
め
ぐ
る
過
程
を
概
観
し
て
き
た
。
社
家

一
族
間
の
対
立
の
中
で
、
各
勢
力
が
そ
れ
ぞ
れ
中
央
の
権
力
と
の
結
び
付
き
、
そ
の
上
級

権
力
の
勢
力
如
何
に
よって
在
地
に
お
け
る
優
劣
が
決
定
さ
れ
る
。
宗
像
社
の
事
例
は
そ
の
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動
向
を
示
す
好
例
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　

氏
国
に
始
ま
っ
た
鎌
倉
幕
府
と
の
関
係
は
、
氏
業
が
鎌
倉
御
家
人
と
し
て
の
立
場
を
明

確
に
し
、
長
氏
に
よ
って
確
立
さ
れ
る
。
結
果
と
し
て
、
御
家
人
と
し
て
の
道
を
選
ん
だ
彼

ら
の
系
統
が
大
宮
司
家
の
「
嫡
流
」
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
内
乱
直
後
は
、
地
頭
職
を
知

行
し
た
氏
家
・
氏
用
こ
そ
が
御
家
人
と
し
て
主
流
と
な
る
可
能
性
も
あ
っ
た
。
大
宮
司
家

の
御
家
人
化
は
一
つ
の
解
決
策
に
過
ぎ
ず
、
そ
の
背
景
に
は
在
地
に
お
け
る
優
勢
を
得
る

と
い
う
生
々
し
い
利
害
関
係
が
あ
っ
た
。
そ
の
意
味
で
、
大
宮
司
家
が
氏
実
以
来
の
鎌
倉
御

家
人
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
「
神
話
」
は
改
め
て
見
直
す
必
要
が
あ
ろ
う
。

　

他
の
御
家
人
と
の
比
較
は
で
き
な
か
っ
た
が
、
鎮
西
に
お
い
て
は
宗
像
大
宮
司
家
の
よ
う

に
在
地
の
事
情
で
御
家
人
と
な
る
か
否
か
の
選
択
が
な
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、

そ
の
選
択
は
内
乱
期
に
限
定
さ
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
鎌
倉
期
を
通
し
た
鎮
西
の
こ
の

よ
う
な
状
況
の
中
で
、
鎮
西
の
軍
事
力
を
ど
の
よ
う
に
組
織
す
る
か
が
、
特
に
蒙
古
襲
来

以
後
の
幕
府
に
課
せ
ら
れ
た
命
題
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
鎮
西
全
体
の
御
家
人
化
の
動
向

は
今
後
の
課
題
で
あ
り
、
本
稿
の
準
備
を
超
え
る
た
め
ひ
と
ま
ず
擱
筆
す
る
こ
と
と
す
る
。

（
文
化
庁
文
化
財
第
二
課
）

註（
1
） 『
百
錬
抄
』
仁
安
元
年
九
月
二
十
九
日
条
、『
公
卿
補
任
』
同
年
条
。

（
2
） 『
吉
記
』
治
承
五
年
（
一
一
八
一
）
四
月
十
日
条
。

（
3
） 『
吉
記
』
治
承
五
年
四
月
十
日
条
、『
玉
葉
』
同
日
条
。

（
4
） 

以
上
の
平
氏
に
よ
る
大
宰
府
掌
握
の
過
程
に
つい
て
の
記
述
は
、
石
井
進
「
大
宰
府
機
構
の
変
質

と
鎮
西
奉
行
の
成
立
」（
同
『
石
井
進
著
作
集
』
第
一
巻
〔
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
四
年
〕
所

収
、
初
出
は
一
九
五
九
年
）
八
六
～
八
八
頁
を
参
照
し
た
。

（
5
） 

飯
田
久
雄
「
平
氏
と
九
州
」（
竹
内
理
三
博
士
還
暦
記
念
会
編
『
荘
園
制
と
武
家
社
会
』〔
吉

川
弘
文
館
、
一
九
六
九
年
〕
所
収
）

（
6
） 

波
多
野
晥
三
「
源
平
合
戦
と
緒
方
氏
の
挙
兵
」（『
筑
紫
史
論
』
第
一
輯
、
三
光
社
出
版
、

一
九
七
三
年
）、
水
崎
雄
文
「
治
承
年
間
に
お
け
る
鎮
西
の
叛
乱
︱
菊
池
・
緒
方
氏
の
場
合
に
つ

い
て
」（『
九
州
史
学
』
二
四
、一
九
六
三
年
）、
工
藤
敬
一
「
鎮
西
養
和
内
乱
試
論
」（『
荘
園

公
領
制
の
成
立
と
内
乱
』〔
思
文
閣
出
版
、
一
九
九
二
年
〕
所
収
、
初
出
は
一
九
七
八
年
）。

（
7
） 

工
藤
敬
一
「
鎮
西
に
お
け
る
鎌
倉
幕
府
地
頭
制
の
成
立
」（
註
（
6
）
工
藤
著
書
所
収
、
初
出

は
一
九
七
八
年
）
三
〇
五
～
三
〇
六
頁
。

（
8
）　

石
井
進
「
一
四
世
紀
初
頭
に
お
け
る
在
地
領
主
法
の
一
形
態
︱
「
正
和
二
年
宗
像
社
事
書

条
々
」
お
ぼ
え
が
き
︱
」（
同
『
石
井
進
著
作
集
』
第
六
巻
〔
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
五
年
〕
所

収
、
初
出
は
一
九
五
九
年
）。
石
井
論
文
に
よ
り
、
宗
像
社
領
の
本
家
の
概
略
を
示
せ
ば
、
鳥

羽
院
→
美
福
門
院
→
八
条
院
→
順
徳
天
皇
（
事
実
上
は
後
鳥
羽
院
）
→
後
高
倉
院
→
後
嵯
峨

院
→
大
宮
院
→
大
覚
寺
統
と
移
行
し
て
ゆ
く
。
本
稿
に
お
け
る
宗
像
社
領
の
相
伝
関
係
は
同

論
文
に
拠
る
も
の
で
あ
る
。

（
9
） 「
内
閣
文
庫
蔵
山
科
家
古
文
書
」
安
元
二
年
（
一
一
七
六
）
二
月
日
「
八
条
院
領
目
録
」（『
平

安
遺
文
』
五
〇
六
〇
号
）。

（
⓾
）「
久
我
家
文
書
」
寿
永
三
年
四
月
六
日
「
源
頼
朝
袖
判
下
文
案
」（『
源
頼
朝
文
書
の
研
究　

研
究
編
』
六
八
号
文
書
）、『
吾
妻
鏡
』（
以
下
、『
吾
』
と
略
す
）
元
暦
元
年
四
月
六
日
条
。

（
⓫
）『
宗
像
大
社
文
書
』
第
二
巻
（
以
下
『
宗
』
と
略
す
）「
宗
像
大
宮
司
長
氏
証
文
注
進
状
案
」

二
号
文
書
。

（
⓬
）
蒙
古
襲
来
に
際
し
て
幕
府
が
発
令
し
た
御
家
人
に
対
す
る
所
領
注
進
命
令
に
応
じ
て
編
纂
し
た

「
宗
像
大
宮
司
長
氏
証
文
注
進
状
案
」
に
お
い
て
、【
史
料
一
】
は
最
初
に
掲
げ
ら
れ
て
お
り
、
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宗
像
氏
の
御
家
人
と
し
て
の
根
本
文
書
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

（
⓭
）『
宗
像
市
史
』
通
史
編
第
二
巻
（
古
代
・
中
世
・
近
世
）、
一
九
九
九
年
、
三
一
七
～
三
一
八
頁
。

『
宗
像
神
社
史
』
下
巻
（
宗
像
神
社
復
興
期
成
会
編
、
一
九
六
六
年
）
四
四
一
頁
に
お
い
て
も

「
仰
」
の
主
体
を
八
条
院
と
す
る
。

（
⓮
）
金
澤
正
大
「
筑
前
国
宗
像
神
社
大
宮
司
職
補
任
と
荘
園
領
主
を
め
ぐ
る
諸
問
題
︱
社
家

と
本
所
、
と
り
わ
け
三
浦
氏
と
の
関
連
に
於
て
︱
（
上
）（
下
）」（『
政
治
経
済
史
学
』

一
四
〇
・
一
四
一
号
、
一
九
七
八
年
）
二
四
～
二
五
頁
。

（
⓯
）『
宗
』
第
二
巻
一
三
二
頁
。

（
⓰
）「
宗
像
宮
社
務
次
第
」
甲
本
は
、「
宗
像
社
務
系
図
」（
甲
本
）
に
続
け
て
記
さ
れ
て
い
る
も

の
で
、
系
図
と
同
筆
の
初
代
か
ら
五
〇
代
氏
範
ま
で
は
南
北
朝
か
そ
れ
以
前
に
遡
る
筆
で
あ
り
、

同
乙
本
は
、
六
三
代
氏
顕
ま
で
が
応
永
三
四
年
（
一
四
二
七
）
ま
で
に
書
写
さ
れ
、
そ
の
後
書

き
足
さ
れ
た
も
の
と
さ
れ
る
（『
宗
像
神
社
史
』
下
巻
四
一
八
～
四
一
九
頁
）。

（
⓱
）
宮
田
敬
三
「
元
暦
西
海
合
戦
試
論
︱
「
範
頼
苦
戦
と
義
経
出
陣
」
論
の
再
検
討
︱
」（『
立

命
館
文
学
』
五
五
四
、一
九
九
八
年
）。
宮
田
氏
は
、
義
経
の
奏
上
に
基
づ
い
て
義
経
出
陣
の
命

令
を
出
し
た
の
は
、
平
氏
に
よ
る
反
撃
を
最
も
恐
れ
て
い
た
後
白
河
院
周
辺
で
あ
る
と
推
定
し

て
い
る
。

（
⓲
）『
吾
』
文
治
元
年
正
月
六
日
条
。

（
⓳
）『
吾
』
文
治
元
年
正
月
十
二
日
条
、
同
年
正
月
二
十
六
日
条
。

（
⓴
）『
吉
記
』
文
治
元
年
正
月
八
日
条
、
同
年
正
月
十
日
条
、『
百
錬
抄
』
文
治
元
年
正
月
十
日
条
。

（
㉑
）『
吾
』
文
治
元
年
二
月
十
六
日
条
。

（
㉒
）
註
（
⓱
）
宮
田
論
文
。

（
㉓
）
金
澤
正
大
「
平
家
追
討
使
三
河
守
源
範
頼
の
九
州
侵
攻
︱
「
芦
屋
浦
」
合
戦
を
中
心
に
︱
」

（『
政
治
経
済
史
学
』
三
〇
〇
、一
九
九
一
年
）
六
一
二
～
六
一
七
頁
。

（
㉔
）『
吾
』
文
治
元
年
九
月
二
十
一
日
条
、
同
年
十
月
二
十
日
条
、『
玉
葉
』
同
年
九
月
二
十
六
日

条
。

（
㉕
）『
源
平
盛
衰
記
』「
太
神
宮
勅
使　

付
緒
方
三
郎
責
平
家
事
」。

（
㉖
）『
吾
』
文
治
元
年
二
月
十
六
日
条
。

（
㉗
）『
吾
』
文
治
元
年
十
月
十
八
日
条
。

（
㉘
）『
吾
』
文
治
元
年
十
一
月
二
十
日
条
、
同
年
十
二
月
十
五
日
条
。

（
㉙
）
川
合
康
「
奥
州
合
戦
ノ
ー
ト
︱
鎌
倉
幕
府
成
立
史
に
お
け
る
頼
義
故
実
の
意
義
︱
」（
同

『
鎌
倉
幕
府
成
立
史
の
研
究
』〔
校
倉
書
房
、
二
〇
〇
四
年
〕
所
収
、
初
出
は
一
九
八
九
年
）

二
〇
〇
～
二
〇
一
頁
。

（
㉚
）
石
井
進
「
幕
府
と
国
衙
の
関
係
の
歴
史
的
展
開
」（
註
（
4
）
石
井
著
書
所
収
、
初
出
は

一
九
六
一
・
一
九
六
二
・
一
九
六
八
年
）
三
六
二
～
三
六
八
頁
、
田
中
稔
「
鎌
倉
初
期
の
政
治

過
程
」（
同
『
鎌
倉
幕
府
御
家
人
制
度
の
研
究
』〔
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
一
年
〕
所
収
、
初

出
は
一
九
六
三
年
）
一
〇
三
～
一
〇
四
頁
、
安
田
元
久
「
御
家
人
制
成
立
に
関
す
る
一
試
論
」

（
同
『
日
本
初
期
封
建
制
の
基
礎
研
究
』〔
山
川
出
版
社
、
一
九
七
六
年
〕
所
収
、
初
出
は

一
九
七
〇
年
）
三
五
一
～
三
五
三
頁
、
大
山
喬
平
「
鎌
倉
幕
府
の
西
国
御
家
人
編
成
」（『
歴

史
公
論
』
五
︱
三
、一
九
七
九
年
）
八
四
～
八
五
頁
、
七
海
雅
人
「
鎌
倉
幕
府
御
家
人
制

の
展
開
過
程
」（
同
『
鎌
倉
幕
府
御
家
人
制
の
展
開
』〔
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
一
年
〕
所

収
、
初
出
は
一
九
九
九
年
）
二
七
一
～
二
七
三
頁
、
三
田
武
繁
「
建
久
御
家
人
交
名
ノ
ー
ト
」

（
同
『
鎌
倉
幕
府
体
制
成
立
史
の
研
究
』〔
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
七
年
〕
所
収
、
初
出
は

二
〇
〇
六
年
）
二
六
六
～
二
六
七
頁
。

（
㉛
）『
宗
』
第
一
巻
二
七
号
文
書
。
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（
㉜
）
建
永
元
年
七
月
十
四
日
「
関
東
下
知
状
」（『
宗
』
第
一
巻
三
八
号
文
書
）。
当
該
文
書
は
、

書
出
し
が
「
下
」
と
あ
っ
て
下
文
の
形
式
を
と
る
一
方
、「
依
鎌
倉
殿
仰
」
と
い
う
文
言
や
日

下
に
鎌
倉
幕
府
奉
行
人
が
連
署
し
て
い
る
な
ど
、
奉
書
（
御
教
書
）
の
形
式
も
併
せ
持
つ
。

（
㉝
）（
建
久
三
年
）
四
月
十
日
「
関
東
御
教
書
案
」（『
宗
』
第
一
巻
二
八
号
文
書
）。

（
㉞
）
建
久
五
年
十
一
月
二
十
二
日
「
八
条
院
庁
下
文
」（『
宗
』
第
一
巻
七
号
文
書
）。

（
㉟
）『
宗
』
第
一
巻
三
九
号
文
書
。 

（
㊱
）
註
（
⓮
）
金
澤
論
文
。

（
㊲
）
建
保
五
年
七
月
二
十
四
日
「
関
東
御
教
書
」（『
宗
』
第
一
巻
四
〇
号
文
書
）。

（
㊳
）「
社
務
次
第
」
に
お
い
て
も
氏
能
が
建
保
四
年
に
入
部
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

（
㊴
）『
宗
』
第
二
巻
所
収
「
出
光
佐
三
氏
奉
納
文
書
」
二
号
文
書
。

（
㊵
）『
宗
像
神
社
史
』
下
巻
四
五
八
頁
、
同
附
巻
年
表
五
〇
頁
、『
宗
』
第
二
巻
一
六
頁
注
解
（
⓫
）。

（
㊶
）【
史
料
六
】
の
「
帰
洛
」
が
鎌
倉
か
ら
京
都
へ
向
か
う
こ
と
と
す
れ
ば
、
建
保
五
年
に
も
氏
国
は

鎌
倉
を
訪
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

（
㊷
）
中
村
翼
「
鎌
倉
中
期
に
お
け
る
筑
前
国
宗
像
社
の
再
編
と
宗
像
氏
業
」（『
九
州
史
学
』

一
六
五
、二
〇
一
三
年
）
二
七
～
二
八
頁
。

（
㊸
）『
宗
』
第
一
巻
三
〇
号
文
書
。

（
㊹
）
森
幸
夫
「
六
波
羅
奉
行
人
宗
像
氏
と
宗
像
大
宮
司
氏
業
小
考
」（『
ぶ
い
＆
ぶ
い
』

一
五
、二
〇
一
〇
年
）
一
三
頁
に
お
い
て
、
氏
業
は
、
少
な
く
と
も
文
永
五
年
（
一
二
六
八
）
か

ら
弘
安
六
年
（
一
二
八
三
）
ま
で
京
都
を
拠
点
と
し
、
六
波
羅
奉
行
人
と
し
て
活
動
し
て
い
た

こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（
㊺
）
建
長
三
年
二
月
十
四
日
「
宗
像
氏
業
所
職
譲
状
案
」（『
宗
』
第
二
巻
所
収
「
宗
像
大
宮
司
長

氏
証
文
注
進
状
案
」
三
〇
号
文
書
）。

（
㊻
）『
宗
』 

第
一
巻
一
〇
号
文
書
。

（
㊼
）
承
久
三
年
（
一
二
二
一
）
九
月
四
日
「
関
東
御
教
書
案
」（『
宗
』
第
二
巻
所
収
「
宗
像
大
宮

司
長
氏
証
文
注
進
状
案
」
一
二
号
文
書
）。

（
㊽
）
野
木
雄
大
「
鎮
西
に
お
け
る
御
家
人
制
の
受
容
︱
宗
像
大
宮
司
職
相
伝
の
正
統
性
の
確
立
︱
」

（『
九
州
史
学
』
一
七
五
、二
〇
一
六
年
）。




